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ジャパンリンクセンター運営規則 

 

平成 25年 1月 16日 ジャパンリンクセンター運営委員会 制定 

改正 平成 28年 8月 4日 ジャパンリンクセンター運営委員会 

改正 平成 29年 7月 11日 ジャパンリンクセンター運営委員会 

改正 平成 29年 9月 12日 ジャパンリンクセンター運営委員会 

改正 令和元年 10月 1日 ジャパンリンクセンター運営委員会 

改正 令和 6年 6月 28日 ジャパンリンクセンター運営委員会 

 

 

ジャパンリンクセンター（以下「JaLC」という。）運営委員会は、JaLC 事務局（以下、単に「事務

局」という。）等によって行われる JaLCの円滑な運営に関し、その透明性を保つとともに、正会員

（ジャパンリンクセンター参加規約（以下「参加規約」という。）に基づき JaLCの正会員となった

者をいう。）相互間で利益の相反が起きないよう公平性、中立性を保つため、必要な事項を以下の通

り定める（以下「本規則」という。）。 

 

（事業目的） 

第 1 条 JaLC においては、国内で公開された学術論文（論文中に含まれる図表等の論文付随情報を

含む。）、書籍、特許情報、研究データ等（以下「コンテンツ」と総称する。）を対象として、デジタ

ルオブジェクト識別子（以下「DOI」という。）、書誌データ（別途 JaLC が指定するデータをいい、

標題、著者、収録ジャーナル名、収録巻・号、開始ページ、ISBN、ISSN等を指す。）、インターネッ

トアドレス（URL）等のコンテンツの所在を特定する情報（UniformResourceIdentifier。）、各コン

テンツにおける引用文献や引用データ等の引用に関する情報、及び抄録の全部又は一部を管理する

サービス（以下「本件サービス」といい、その詳細は参加規約に定めるものとする。）を行う。 

 

（事務局） 

第 2条 JaLCの運営は、事務局によって行われるものとする。 

2．事務局は、JaLCに関する以下の業務を行う。 

(1)DOIの登録機関業務 

(2)本件サービスの開発、運用及び管理 

(3)本件サービスと連携するサービスを提供する第三者との契約・覚書等の締結に関する事務

業務 

(4)委員会、分科会、メンバーミーティングの主宰、招集、事務 

(5)その他 JaLCの運営に関する一切の事務 

3．事務局は国立研究開発法人科学技術振興機構が務めるものとし、同法人が前項の業務を実施

する。 

 

（委員会の設置及びその責務） 
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第 3 条 JaLC の運営を効果的かつ円滑に推進するため、ジャパンリンクセンター運営委員会（以

下「委員会」という。）を設置する。 

2．委員会は、次に掲げる事項について審議し、決定は原則として委員の総意により行う。 

(1)JaLCの運営方針に関する事項 

(2)JaLCが本件サービスのために設置するシステムの技術的事項 

(3)会員の入会審査にかかる事項 

(4)その他、JaLCの運営にあたり必要な事項 

3．前項における決定事項につき、各共同運営機関が実施するものは、各機関で定められている承

認手続きを経るものとする。 

4.事務局は、前項の決定に従い、JaLCを運営するものとする。 

5.委員長は、必要に応じて委員会に外部有識者の出席を求め、その意見を聴くことができる。 

6．本規則に定めるほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。 

 

（委員会の構成） 

第 4条委員会は、１名の委員長及び１名以上の委員により構成する。その任期は、各年の 4月 1日

から翌年の 3月 31日までの 1年間とするが、再任を妨げない。 

2．国立研究開発法人科学技術振興機構、国立研究開発法人物質・材料研究機構、大学共同利用機

関法人情報・システム研究機構国立情報学研究所、国立国会図書館の間で平成 24年 5月 28日に

締結された「ジャパンリンクセンター（JaLC）プロジェクト運営にかかる覚書」に定めた「共同

運営機関」４機関及び委員会の総意で正会員から選ばれた機関（以下「委員選出機関」と総称す

る。）は、委員選出機関ごとに 1 名ずつ委員を選任する。当該決定がないまま委員の任期が満了

した場合、委員選出機関によって次期の委員が決定されるまでの間、委員であった者が引き続き

委員としての職務を執行するものとする。 

3．委員長は、委員の互選により決定する。 

4．委員長は、委員の中から副委員長を指名することができる。副委員長は、委員長を補佐し、委

員長が不在の際はその職務を代行する。 

5．委員数又は委員選出機関の変更は、委員会の総意により決定する。 

6．委員に欠員が生じた場合、当該委員を選任した委員選出機関は、その補充を選任することがで

きる。この場合、当該委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（拡大運営委員会の設置） 

第 5 条委員会には、主催イベントの企画・運営や JaLC 運営や技術に関する助言を得るための拡

大運営委員会を設置することができる。 

2．拡大運営委員会の設置及び廃止は、委員長が委員会に諮って決定する。 

3. 拡大運営委員会は、運営委員会委員ならびに運営委員会委員により選出された者により構成

される。 

4. 拡大運営委員候補は、運営委員会にて推薦された JaLC会員の各機関から選出された委員（機

関委員）、および運営委員会または JaLC会員に推薦された個人（個人委員）とする。 
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5. 機関委員の任期は、就任日から翌々年度 3 月 31 日までの 3年間とする。引き続いての再

任は 1 回を限度とし、その任期は 3 年とする。任期中に各機関内で委員を交代する場合は、事

務局に連絡し、運営委員会の承認を受けることとする。 

6. 個人委員は所属機関が JaLC会員であることを必須としない。個人委員の任期は、就任日から

翌年度 3 月 31 日までの 2年間とする。引き続いての再任は 1 回を限度とし、その任期は 2 

年とする。 

7. 拡大運営委員には謝金及び旅費を支給することができる。拡大運営委員が会議等に出席した

場合の謝金の額は、1人 1回につき、別表に定める額とする。 

 

別表 

適用 謝金の額 

委員会等の会議出席 

3時間以下の場合 12,000円 

3時間を超え、 

6時間以下の場合 
18,000円 

6時間を超える場合 24,000円 

 

 

（分科会の設置） 

第 6条委員会には、その審議を円滑に進めるため、その下部組織として分科会を設置することがで

きる。 

2．分科会の設置及び廃止は、委員長が委員会に諮って決定する。 

3．委員長は、分科会委員及び当該分科会の主査を指名する。その任期は、指名の日から翌年の 3

月 31日までとするが、再任を妨げない。 

4．主査は、分科会の審議の結果を委員会に報告する。 

5．主査は、必要に応じて分科会に外部有識者の出席を求め、その意見を聴くことができる。 

6．分科会委員及び主査に欠員が生じた場合、委員長は、その補充を指名することができる。この

場合、当該分科会委員及び主査の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（作業部会の設置） 

第 7条委員会には、特定の内容に係る検討を進めるため、時限的に、作業部会を設置することがで

きる。 

2．作業部会の設置及び廃止は、委員長が委員会に諮って決定する。 

3. 委員会は、作業部会長を指名する。 

4．作業部会は、運営委員会委員と運営委員会委員により選出された者により構成される。 

5．作業部会長は、必要に応じて外部有識者の出席を求め、その意見を聴くことができる。 

 

（特別部会の設置） 

第 8条委員会には、特定の内容に係る活動を推進するため、特別部会を設置することができる。 
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2．特別部会の設置及び廃止は、委員長が委員会に諮って決定する。 

3. 特別部会には、部会長を置き、運営を効率的かつ効果的に推進するために企画委員会を設置

する。 

4．特別部会は、活動推進のために会員以外からも広く部会への参加を求めることができる。 

5．特別部会長は、随時活動状況を委員会に報告する。 

 

（委員等の秘密保持） 

第 9条委員長、副委員長、委員、分科会主査、分科会委員は、委員会及び分科会に関して知りえた

秘密を開示・公表若しくは漏洩し、又は委員会設置の目的を超えて利用してはならない。その職を

退いた後も、同様とする。 

2．委員長及び主査は、委員会及び分科会に出席を求めた外部有識者に対し、前項と同等の守秘義

務の遵守を求めるものとする。 

 

（メンバーミーティング） 

第 10条事務局は、正会員をその出席者とする会合（以下「メンバーミーティング」という。）を年

1回開催する。 

2．正会員は、メンバーミーティングにおいて、JaLC の運営に関して自由に意見を述べることが

でき、委員会は JaLCの運営方針を決定するにあたり、かかる意見を考慮する。 

3．事務局は、参加規約第 9 条第 2 項に定める準会員がメンバーミーティングへの参加を希望し

た場合、これを参加させることができる。 

4．事務局は、必要と判断するときは、第 1項の定めによらず、逐次メンバーミーティングを開催

することができる。 

5．本規則に定めるほか、メンバーミーティングの運営に関し必要な事項は、事務局が定める。 

 

（本規則の改廃） 

第 11条本規則の改廃は、委員会にて決定する。 

2．事務局は、前項に基づき本規則が改廃された場合、正会員に対しこれを電子メールにて通知

するとともに、正会員が閲覧可能なウェブサイト上に掲示する。 

3．本規則の改廃は、前項に基づく掲示より 1ヶ月後にその効力が生じるものとする。 

 

（附則）本規則は、令和 6年 7月 10日から効力を有する。 


